
のですが、実は日本人はあまりそれほ
ど強いのがなくて、食後というよりも
長く会話をした時に、しかも日中横隔
膜が動いて少し逆流が起きて咳が出や
すくなる、咳喘息にも非常に合併しや
すいといわれています。咳喘息で治療
したのに、例えば昼間の会話中の咳が
残る、なんていう時には、合併がある
かもしれないと考えて胃食道逆流症の
治療をするといい場合もあります。そ
ういう時には、例えばPPIなどを使っ
て治療することになりますね。
　池脇　実は今回の質問は、慢性咳嗽
の前に難治性と付いていました。慢性
だから難治性なのではないかと思った
のですが、難治性の慢性咳嗽という言
葉があるのでしょうか。
　松瀬　そうですね。まだまだ一般的
ではないのかもしれませんが、全く原
因がわからない原因不明の慢性咳嗽と、
ある程度原因がわかる、例えば咳喘息
による慢性咳嗽とわかっていても咳喘
息の治療を思いっきりやっても治らな
い難治性の慢性咳嗽というのがあって、
そういう言い方をすることもあります。
　池脇　疾患の多少のスペクトラムが
あって、その中には、効くはずの薬が
なかなか効かない、そういう患者さん
もいらっしゃるという理解ですか。
　松瀬　先ほどお話ししたように複数
の原因があったり、そもそも咳喘息に
も軽症と重症がありますので、重症に

なってくると普通の治療ではなかなか
うまくいかないこともあります。最初
にお話ししたように咳喘息の咳にもい
ろいろなタイプがあるので、普通の喘
息の治療だけでは止まらない咳が咳喘
息である場合もあるのですね。
　池脇　非専門医が難治性の患者さん
を治療することはないと思いますが、
専門医に来られる方に対しての治療と
いうのはあるのでしょうか。
　松瀬　今までは対症的に中枢性の鎮
咳薬といわれる、例えば麻薬性のコデ
インぐらいしかなかったのですが、実
は昨年初めて気道の上皮の間にある咳
の受容体に作用するATP受容体拮抗薬
というのが出てきました。治験レベル
では10年以上咳の続く人に、プラセボ
に対し有意に咳嗽を改善できたという
データが出ていますので、難しい難治
性の咳には非常にいい情報の一つかと
思います。ただ副作用があって、咳の
受容体は、味覚と同じような感覚なの
で味の異常がどうしても出てしまいま
す。そういうのが出ると続けにくいこ
とはあるのですが、今まで咳止めでこ
れぞというものがなかったので、たい
へん期待されている薬になります。
　池脇　そうですか。新しい情報も含
めて慢性咳嗽の臨床実地に即した情報
提供をいただきました。ありがとうご
ざいました。

仁邦法律事務所弁護士
桑　原　博　道

（聞き手　池田志斈）

　外因による障害の続発症あるいは後遺障害による死亡は、病死ではなく異状
死に該当するというガイドラインの文言があります。
　90代後半の施設入居者で経口摂取が進まなくなった場合、そのまま看取りと
いう方針だった方が施設内で転落して恥骨坐骨骨折を生じました。ギャッジア
ップ不能で衰弱進行し死亡した場合の検案書は、直接死因が恥骨坐骨骨折、要
因は転落でよいのでしょうか。その際、転落が周囲による故意の事故ではない
と思われても、昨今の施設職員による入居者虐待等の報道もあるために、事故
以後の経過に異常がないとしても警察による検視は必須なのでしょうか。
 ＜山口県勤務医＞

異状死の扱い

　池田　桑原先生、異状死について質
問です。質問によると、外因による障
害の続発性あるいは後遺障害による死
亡は病死ではなく異状死、異常な状態
の死に該当するという文言がガイドラ
インにあるそうです。これですと、例
えば老人が転倒して、その後亡くなっ
たらすべてが異状死になってしまいま
すが、厚生労働省のものも含めて異状
死というのはどういう状態を表すもの
なのでしょうか。
　桑原　こちらのガイドラインという
のは、日本法医学会がかつて出してい

たガイドラインで、コンセンサスがあ
るかというとそうでもないのです。厚
生労働省がどう考えているかというこ
とが大事だと思うのですが、厚生労働
省の通知では、まず死体の外表面に異
常があるかどうか、それから外表面に
異常がなくても死体が発見されるに至
った経緯（いきさつ）や発見場所や状
況などを総合的に判断して異常かどう
か考えましょう、ということになって
います。
　池田　つまり、ガイドラインは日本
法医学会が作ったものと、厚生労働省
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表に異常がある、あるいは何らかの異
常があると判断してから24時間以内に
決めなければいけませんので、24時間
以内の判断というものについてあまり
責任を問われては、たまらないと思い
ます。
　池田　24時間以内に、早く決めない
といけないということで、かなりプレ
ッシャーになってしまうと思うのです
が、届け出をすると今度は検死が行わ
れるということですが、この検死とい
うのは誰が行うのでしょうか。
　桑原　検死は警察署で対応すること
になります。
　池田　では医師は、報告したらそれ
で終わりになるのでしょうか。
　桑原　はい、そうですね。
　池田　解剖、あるいは最近はAutopsy 
imaging、Aiというのが行われていま
すが、このどちらかをやる、やらない
という判断はどなたがするのでしょう
か。
　桑原　検死の結果として、そこまで
やろうという警察署の判断になれば、
司法解剖も行われます。ただ、それは
異状死という届け出があった場合にな
ってきますので、その届け出は必要な
いと医師が判断した場合に、だけれど
も何もしないというのもおかしいだろ
う、やはり調べてみようと、ご家族の
了解を得て病理解剖をすることもある
と思います。ご家族の了解も得られな
いけれども異状死として届け出るのも

おかしい、そういった場合に先生がお
っしゃったようなAiをして画像判断を
することもあるかと思います。
　池田　では、どちらかというとAiを
やるのは医療側になるのでしょうか。
　桑原　そうですね。医療側で自主的
にやることになります。
　池田　では、患者家族がやってくれ
というような話を最近よくテレビ等で
見るのですが、逆なのでしょうか。
　桑原　そうですね。患者家族が希望
するのは、例えば病理解剖はいいけれ
ども、ほかの医療機関でやってほしい
とか、そういうことを言ってくること
は時にありますが、Aiについては患者
家族もまだご存じないので、どちらか
というと病理解剖の了解が得られない
ときなどに、医療機関のほうで行って
いくことになるかと思います。
　池田　では医療機関が行うAiという
のは、ある意味自主防衛的な感じもあ
るのでしょうか。
　桑原　自主防衛の要素もあると思い
ます。もちろん純粋に死因がわからな
いので調べたい、ということもあるか
と思います。
　池田　異状死として届け出があって
検死をすることになって、家族が解剖
に関して同意しないという可能性もあ
るのでしょうか。
　桑原　同意しない可能性もあること
はありますが、家族が同意しないとで
きないものでもありません。なので、

の通達と２つあるということなのです
ね。
　桑原　そうですね。ただし、時期的
には厚生労働省のものは2019年に、日
本法医学会のものは1994年に出ている
ので、やはりここは厚生労働省のほう
が主な見解と考えてよいかと思います。
　池田　ずいぶん時間的にギャップが
あるのですね。では、やはり法律家も
厚生労働省の通知をもとに判断されて
いるのですね。
　桑原　そうですね、我々医療弁護士
はそのようにしていると思います。
　池田　異状死かどうかは経緯も含め
て総合的に判断するということですが、
誰が判断するのでしょうか。
　桑原　これは医師が判断します。
　池田　では今回の質問では、この施
設に所属する医師が判断するというこ
とですね。
　桑原　そうですね。
　池田　質問の後半部分にもあります
が、その場合、入居者虐待の報道もあ
るので、事故以後の経過に異常がない
としても、警察による検証が必要なの
でしょうか。言い方が悪いですが高齢
者ですから転倒をきっかけに亡くなっ
てしまう可能性は他の年代に比べて高
いと思いますが、すべてについて所属
医師は、虐待等を調べなければならな
いのでしょうか。
　桑原　先ほどの厚生労働省の通知か
らすると、そうではないと思います。

先ほど申し上げましたとおり経緯とい
うものも考慮の要素になりますので、
経緯から異常と言えるかどうか、例え
ば、もともとこの患者さんが転落して
しまうのもおかしくないような状況だ
った、ということなら実際に転落した
としても異常にはならないと思います。
一方で、まさかこの人が転落するなん
ておかしいよね、ということになると、
もしかしたら虐待ということもあるか
もしれないので、その可能性が少しで
もあるのであれば届け出をしよう、と
いう話になると思います。
　池田　経緯が大切なのですね。では
医師がこれは異状死かなと判断した場
合はどこに届けるのでしょうか。
　桑原　所轄の警察署です。
　池田　警察に届けるのですね。そし
て、警察と主治医が話をすると思うの
ですが、なぜこれを異状死と判断した
のかなどを聞かれるのでしょうか。
　桑原　一般的な運用としては、なぜ
届け出たのかまでは聞かれていないと
思います。届け出がなされたという結
論、それ自体をもって警察署はさて次
はどうしようかということを考えるの
ではないかと思います。
　池田　なるほど。その医師の判断の
責任が問われすぎると、今度は逆に届
け出をしなくなるようなことを危惧さ
れますね。
　桑原　そうですね。異状死として届
け出るかどうかは、死体を検案して外
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表に異常がある、あるいは何らかの異
常があると判断してから24時間以内に
決めなければいけませんので、24時間
以内の判断というものについてあまり
責任を問われては、たまらないと思い
ます。
　池田　24時間以内に、早く決めない
といけないということで、かなりプレ
ッシャーになってしまうと思うのです
が、届け出をすると今度は検死が行わ
れるということですが、この検死とい
うのは誰が行うのでしょうか。
　桑原　検死は警察署で対応すること
になります。
　池田　では医師は、報告したらそれ
で終わりになるのでしょうか。
　桑原　はい、そうですね。
　池田　解剖、あるいは最近はAutopsy 
imaging、Aiというのが行われていま
すが、このどちらかをやる、やらない
という判断はどなたがするのでしょう
か。
　桑原　検死の結果として、そこまで
やろうという警察署の判断になれば、
司法解剖も行われます。ただ、それは
異状死という届け出があった場合にな
ってきますので、その届け出は必要な
いと医師が判断した場合に、だけれど
も何もしないというのもおかしいだろ
う、やはり調べてみようと、ご家族の
了解を得て病理解剖をすることもある
と思います。ご家族の了解も得られな
いけれども異状死として届け出るのも

おかしい、そういった場合に先生がお
っしゃったようなAiをして画像判断を
することもあるかと思います。
　池田　では、どちらかというとAiを
やるのは医療側になるのでしょうか。
　桑原　そうですね。医療側で自主的
にやることになります。
　池田　では、患者家族がやってくれ
というような話を最近よくテレビ等で
見るのですが、逆なのでしょうか。
　桑原　そうですね。患者家族が希望
するのは、例えば病理解剖はいいけれ
ども、ほかの医療機関でやってほしい
とか、そういうことを言ってくること
は時にありますが、Aiについては患者
家族もまだご存じないので、どちらか
というと病理解剖の了解が得られない
ときなどに、医療機関のほうで行って
いくことになるかと思います。
　池田　では医療機関が行うAiという
のは、ある意味自主防衛的な感じもあ
るのでしょうか。
　桑原　自主防衛の要素もあると思い
ます。もちろん純粋に死因がわからな
いので調べたい、ということもあるか
と思います。
　池田　異状死として届け出があって
検死をすることになって、家族が解剖
に関して同意しないという可能性もあ
るのでしょうか。
　桑原　同意しない可能性もあること
はありますが、家族が同意しないとで
きないものでもありません。なので、

の通達と２つあるということなのです
ね。
　桑原　そうですね。ただし、時期的
には厚生労働省のものは2019年に、日
本法医学会のものは1994年に出ている
ので、やはりここは厚生労働省のほう
が主な見解と考えてよいかと思います。
　池田　ずいぶん時間的にギャップが
あるのですね。では、やはり法律家も
厚生労働省の通知をもとに判断されて
いるのですね。
　桑原　そうですね、我々医療弁護士
はそのようにしていると思います。
　池田　異状死かどうかは経緯も含め
て総合的に判断するということですが、
誰が判断するのでしょうか。
　桑原　これは医師が判断します。
　池田　では今回の質問では、この施
設に所属する医師が判断するというこ
とですね。
　桑原　そうですね。
　池田　質問の後半部分にもあります
が、その場合、入居者虐待の報道もあ
るので、事故以後の経過に異常がない
としても、警察による検証が必要なの
でしょうか。言い方が悪いですが高齢
者ですから転倒をきっかけに亡くなっ
てしまう可能性は他の年代に比べて高
いと思いますが、すべてについて所属
医師は、虐待等を調べなければならな
いのでしょうか。
　桑原　先ほどの厚生労働省の通知か
らすると、そうではないと思います。

先ほど申し上げましたとおり経緯とい
うものも考慮の要素になりますので、
経緯から異常と言えるかどうか、例え
ば、もともとこの患者さんが転落して
しまうのもおかしくないような状況だ
った、ということなら実際に転落した
としても異常にはならないと思います。
一方で、まさかこの人が転落するなん
ておかしいよね、ということになると、
もしかしたら虐待ということもあるか
もしれないので、その可能性が少しで
もあるのであれば届け出をしよう、と
いう話になると思います。
　池田　経緯が大切なのですね。では
医師がこれは異状死かなと判断した場
合はどこに届けるのでしょうか。
　桑原　所轄の警察署です。
　池田　警察に届けるのですね。そし
て、警察と主治医が話をすると思うの
ですが、なぜこれを異状死と判断した
のかなどを聞かれるのでしょうか。
　桑原　一般的な運用としては、なぜ
届け出たのかまでは聞かれていないと
思います。届け出がなされたという結
論、それ自体をもって警察署はさて次
はどうしようかということを考えるの
ではないかと思います。
　池田　なるほど。その医師の判断の
責任が問われすぎると、今度は逆に届
け出をしなくなるようなことを危惧さ
れますね。
　桑原　そうですね。異状死として届
け出るかどうかは、死体を検案して外
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いますか、医療安全調査機構の側にな
ってくることになります。理論的には
一つの亡くなった死体について両者が
重複することはありえますが、実務上
の運用としてはそのようなかたちにな
っていると思います。
　池田　医療事故調査制度が始まって、
いろいろなものが異状死として見つか
って、両方が広がっているのかなと思
っていましたが、医療サイドとしては
異状死として届けるよりも、医療事故
の調査に回したほうが科学的ですし、
何かあっても医療過誤や医療事故で済
ませられるのでしょうか。警察まで行
ってしまうと、刑事処分のようなこと
が出てくるので、そちらに届けるより
は、医療事故調査制度のほうが、言い
方は悪いですけど安全のような感じが
しますよね。
　桑原　そうですね。異状死に当たら
ないものを無理やり届け出る必要はな
いと思います。先生がおっしゃったと
おり、医療事故調査制度によって、将
来の事故防止にもつながっていくとい
うたいへん重要な社会的な意味もあり
ますので、むりやり異状死だと届け出

ることはせずに、むしろ前向きに医療
事故調査制度というものを利用してい
くということも重要ではないかなと思
います。
　池田　日本法医学会のガイドライン
1994年版と厚生労働省からの通知でか
なり時間差がありますね。その時系列
的なことと社会の変化というものが、
ガイドラインと少しずれているのでし
ょうか。
　桑原　そうですね。やはり、今は昔
と少し違っていて、厚生労働省の公的
な考え方もあるので、以前よりは安心
して医療ができる状況になっているか
と思っています。
　池田　高齢者で、経緯に特に問題が
なければ、あまり異状死と考えないで、
組織内の軋轢を生むようなこともあま
りしなくていいということでしょうね。
　桑原　そうですね。届け出というの
は軋轢を生むことになりますので、そ
ういった点からも無理やり該当させて
異状死として警察に届け出る必要はな
いと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

ときどきあるトラブルとしては医師が
異状死であると判断して警察に届け出
をして、警察のほうで司法解剖をして
しまった。それが家族としては望んで
なかった場合はなぜ届け出たんだ、と
医師が責められてしまうこともありま
す。
　池田　家族が解剖してほしくないと
言っても、警察の権限で解剖すること
もあるのですか。
　桑原　あります。
　池田　不思議な感じがしますね。
　桑原　この制度は、家族や病院のた
めというよりも死因をしっかり決める
ための制度になっています。異状死の
場合は何かそこに犯罪があるかもしれ
ないといったことで警察に届け出ると
いう制度になっているので、家族の意
思と離れてこういうことになってしま
うこともあります。
　池田　逆に言いますと、所属する施
設での異状死の報告はなかなか医師に
とっては勇気のいることですね。
　桑原　勇気がいりますね。そういっ
た意味で家族から責められてしまうこ
ともありえますから。
　池田　検死の結果、解剖もして、そ
れでこれはおかしいのではないかとい
うことになると、今度は施設や家族な
どを調べていくのでしょうか。
　桑原　そうですね。事情聴取はされ
ると思います。
　池田　実際にどのくらいの数が異状

死として報告されていて、解剖に至る
ものがどれくらいかというデータはあ
るのでしょうか。
　桑原　実際のデータとなると、すぐ
思い浮かびませんけれども、私の肌感
覚としては医療事故調査制度ができて
からは、こういった届け出がなされる
例は減ってきているように感じます。
　池田　減っているのですか。
　桑原　はい。
　池田　それはいわゆる異状死として
扱うよりも、医療事故として扱うとい
う方向にきているということなのでし
ょうか。
　桑原　そうですね。もともと医師法
21条というものが死因の究明のために
何かをして再発防止策を練るための医
療安全の制度としては機能していない
という批判があって、その代替として
できたのが医療事故調査制度です。な
ので、もともとは異状死として届け出
ていたものの一部分というのは、医療
事故調査制度の対象としましょう、と
いうことで異状死を対象にしないとい
うことも実務上はけっこうあるのかと
思います。
　池田　医療事故調査制度というのは、
警察機関とは別に独立されているので、
どちらかというと異状死として届ける
と警察に関するものとして、医療事故
調査制度に届けると厚生労働省に関す
るものという考えなのでしょうか。
　桑原　そうですね。厚生労働省とい
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